
田子町店舗改修等事業費補助金
町では魅力ある店舗づくりを支援するために、町内で商店を営んでいる方を

対象に、店舗の改修や改装、新築工事に係る経費に対して補助を行います。この
機会に、お客様がまた来たくなるような店舗作りや空間作りをご検討ください。

令和８年７月６日（月）～８月３１日（月）
受付窓口：役場商工振興課2次3次産業戦略推進グループ
※着工前の申請受付が必要です。
※予算に達し次第、募集締切となります。

２次公募期間

補助上限額５０万円 補助率：３／４以内補 助 額

小売業、サービス業（宿泊業及び飲食サービス業を含む）、コ
ミュニティビジネス（ＩＴ関連を含む）を営むため、又は営んで
いる店舗となります。

対 象 店 舗

・町内で事業を営んでいる方で、３年以上継続して営業ができ
る方
・直近3ヶ月分の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康
保険税、法人町民税を滞納していない方
・１日３時間以上かつ週３日以上営業する方
・店舗の所在区域内の商工団体等の構成員、地域イベント、商
店会活動及び商店街活性化に関する活動に積極的に参加す
ること。
・令和６～７年度の当該補助金を利用していない方

申請できる方

・店舗の外装、内装及び改修工事
・店舗に固定される商品陳列棚や店舗看板の設置工事
・令和9年２月末までに工事が完了し、工事代金の支払いができ
る工事

対 象 工 事

田子町役場商工振興課2次3次産業戦略推進グループ
ＴＥＬ：０１７９－２０ー７１１４

問合先・申込先



補助事業の詳細について、詳しくは町ＨＰをご覧下さい。

田子町店舗改修等事業費補助金の申請から交付までの流れ

下記の田子町店舗改修等事業費補助金申請書類を作成・提出してください。
（１）事業計画書
（２）定款、規約、会則等の写し（個人の場合は職務経歴書）
（３）法人の登記事項証明書又はこれに準ずる書類の写し

（個人の場合は住民票）
（４）店舗等が賃貸である場合には賃貸借契約書の写し、売買である場合に

は土地・建物の登記事項証明書
（５）収支予算書
（６）見積書又は設計書、位置図、各種図面等（写し可）
（７）施工前の写真又は工事箇所の写真
（８）許認可等証書又はその申請書類の写し
（９）納税証明書等の未納がない証明文書

事業計画書作成については、田子町商工会等から事前に相談を受けられます。

１ ＜申請者＞申請書の作成・提出

２ ＜町＞審査後、補助金交付決定通知書発行

３ ＜申請者＞事業の実施

４ ＜申請者＞実績報告

６ ＜申請者＞田子町店舗改修等事業費補助金請求書を提出

田子町創業支援事業費補助金実績報告書と次の書類を提出してください。
（事業完了後、３０日以内又は令和９年３月末日のいずれか早い日まで）
（１）収支決算書
（２）事業内容を確認することができる領収書等
（３）事業内容を確認することができる（施工中・施工後）工事写真帳等

５ ＜町＞書類確認後、交付確定通知書を交付


